
▼
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
の

17

回
目
は
、

「
病
気
休
暇
」
に
つ
い
て
で
す
。
ご
一 

緒
に
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。  

▼
な
お
、
本
機
関
紙

416

号
に
て
「
休
職
者
の
給

与
」
に
つ
い
て
特
集
し
て

い
ま
す
の
で
、
（
下
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
）
併
せ
て 

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

▼
ま
ず
は
、
病
気
休
暇
の
期
間
に
つ
い
て 
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学習の強化と交流で組織を強化しよう！ 

シ

リ

ー

ズ

⑰

『

病

気

休

暇

』 

組
合
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く
『
紙
面
学
習
』
の

17
回
目
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
基
に
職
場
の
仲
間
の
皆
さ
ん

と
話
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

紙面学習 

当面の日程 
■9月18日（水）  

○13:30～県本部単代会議 
（福島GP） 
 

■9月27日（金）  

○11:00～共済担当役職員会議 
（福島GP） 
 

■10月11日（金）  

○13:00～12日（土）県本部第
115回定期大会 
（スパリゾートハワイアンズ） 
 

■10月12日（土）  

○11:30～県本部単代会議 
（スパリゾートハワイアンズ） 

で
す
。
【
図
表
１
】
は
、
福
島
市
の
場

合
、
【
図
表
２
】
は
、
会
津
若
松
市
の
場

合
で
す
。
何
れ
も
「
○
○
市
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
」
か
ら
の

転
載
で
す
。
ご
覧
の
と
お
り
、
自
治
体
に

よ
っ
て
区
分
も
休
暇
の
期
間
も
少
し
違
い

ま
す
。
ご
自
分
の
自
治
体
の
規
則
を
確
認 

し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
次
に
病
気
休
暇
か
ら
の
復
職
後
に
、
再

度
、
同
一
疾
病
で
病
気
休
暇
を
取
得
す
る 

【図表１】病気休暇の期間（福島市の場合） 

場
合
の
病
休
期
間
の
通
算
に
つ
い
て
記
載

し
た
の
が
【
図
表
３
】
で
、
こ
れ
は
会
津

若
松
市
の
場
合
で
す
。
こ
れ
も
前
述
の
規

則
に
載
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
ご
確
認 

く
だ
さ
い
。
記
載
の
と
お
り
、
復
職
日
数

が
20
日
を
超
え
る
か
ど
う
か
で
、
病
休
期

間
の
通
算
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま 

事 由 休暇の期間 

１ 公務上の負傷又は疾病
のため療養する場合  

３年以内の期間  

２ 結核性疾患のため療養
する場合  

２年以内の期間  

３ 生活習慣病及び精神科
疾患のため療養する場合  

180日以内の期間  

４ 前３号以外の負傷又は
疾病のため療養する場合  

90日以内の期間 
ただし、任命権者が特に必要と認め
た者については、150日以内の期間 

【図表２】病気休暇の期間（会津若松市の場合） 

事 由 休暇の期間 

１ 療養休暇  
任命権者が、結核性疾患により長期
の療養を要するものと認めた者につ
いて2年以内の期間  

２ 成人病等による長期療
養休暇  

180日以内の期間  

３ 前2号以外の負傷又は
疾病のための休暇  

90日以内の期間 

【図表３】病気休暇期間の通算（会津若松市の場合） 

病気休暇 
７日以上取得 

復職日数 
B 

同一疾病による 
病気休暇 

期間A 期間C 

ケース 病休期間通算区分 

①復職日数B「20日未満」 
期間A分と期間C分が通算される（病
休期間がリセットされない） 

②復職日数B「20日以上」 
期間A分がリセットされ、期間C分は
新たな病休期間となる 

③精神科疾患の場合 
復職日数Bが「20日未満」の場合、
同一疾病（精神科疾患）による病休
は取得できない 

す
。
た
だ
、
精
神
疾

患
で
、
復
職
日
数
が

20
日
を
超
え
な
い
場

合
は
、
同
じ
精
神
疾

患
で
改
め
て
病
休
を

取
得
す
る
こ
と
が
で 

き
ま
せ
ん
。 

な
ぜ
こ
う
な
っ
た
の

か
？
と
い
う
と
、
以

前
、
全
国
的
に
も
問

題
に
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
少
し
で
も
復

職
す
れ
ば
、
病
休
期

間
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ

る
こ
と
を
悪
用
し
て

働
か
ず
し
て
給
与
を 

※「復職日数」ではなく
「６カ月」の期間で判断す
る自治体もあります。 
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機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
日
本
に
お
け
る
台
風
の
風
水
害
も
ひ

ど
い
状
況
で
し
た
が
、
特
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上

に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
、
台
風
11
号

に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
や
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
お
け
る
被
害
状
況
は
ひ
ど
い
も
の

で
し
た
。
猛
烈
な
風
で
、
ト
ラ
ッ
ク
が

横
転
し
、
街
路
樹
の
ほ
と
ん
ど
が
、
な

ぎ
倒
さ
れ
、
濁
流
と
と
も
に
多
く
の
自

動
車
が
流
さ
れ
る
等
…
。
ま
た
、
イ
タ

リ
ア
北
部
で
は
テ
ニ
ス
ボ
ー
ル
大
の

ひ
ょ
う
が
降
り
、
多
く
の
負
傷
者
が
出

て
、
建
物
・
自
動
車
等
の
被
害
も
大
き

か
っ
た
と
の
こ
と
。
ま
さ
に
、
地
球
温

暖
化
の
影
響
が
深
刻
化
し
て
い
る
訳
で

す
。
国
家
間
で
争
い
を
起
こ
し
て
い
る

場
合
で
は
な
い
の
で
す
よ
。
（
坂
内
） 

受
け
取
っ
て
い
た
事
例
が
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
全
国
的
に
は
、
病
休
中
な
の
に

遊
技
場
に
い
る
と
こ
ろ
を
地
域
住
民
に

見
つ
か
り
、
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
「
遊
技
場
に
行
く

の
も
リ
ハ
ビ
リ
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意 

見
も
あ
り
ま
す
が
…
（
笑
） 

▼
精
神
疾
患
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う 

総支部HP 

会津総支部ホーム
ページのトップペー
ジです。  

機関紙 

に
規
則
上
厳
し
い
面
も
あ
り
ま
す
が
、

一
方
で
例
え
ば
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

調
で
あ
れ
ば
、
「
職
場
復
帰
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
当
局

が
し
っ
か
り
と
整
備
し
、
主
治
医
、
所

属
長
、
保
健
師
な
ど
が
連
携
し
な
が
ら

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と 

な
っ
て
き
ま
す
。 

総支部機関紙のバッ
クナンバーは、こち
らから。 

【
図
表
４
】
は
県
内
自
治
体
の
「
職
場

復
帰
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
例
と
し
て

記
載
し
た
も
の
で
す
。
職
場
内
に
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
で
休
ん
で
い
る
方
等

が
複
数
人
い
る
よ
う
な
場
合
、
担
当
の

保
健
師
さ
ん
の
負
担
は
相
当
な
も
の
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
組
合
と
し
て
は
こ

れ
ら
の
ケ
ア
も
必
要
と
な
り
ま
す
。 

【図表４】職場復帰支援プログラム（例）  

ステップ 説 明 

《第１ステップ》 
病気休暇（休職） 

開始・ケア 

○職場復帰支援は病気で休んだときから開始します。 
○所属長、職員厚生課、産業医及び職員厚生課保健師が休暇（休職）中の職員の状

況を把握し、連携しながら、職場の状況や職場復帰の手順について本人に説明
し、不安を抱えたり孤立感を抱かないようにケアします。 

○また、休暇（休職）中は所属長、または職員厚生課保健師が月に１回程度、本人
もしくは家族と連絡をとり、状況を把握します。 

○ただし、主治医が職場との接触を持たないことが必要と判断する時期について
は、主治医の指示に従います。 

《第２ステップ》 
主治医による 

職場復帰可能の判
断 

○職場復帰の準備段階に入ったら、病気休暇ならば職場復帰の３～４週間前まで
に、休職ならば職場復帰の４週間前までに、主治医から職場復帰可能な段階であ
る旨の診断書と復帰願を本人から所属長に提出します。ここでの職場復帰可能と
は、元の健康状態に応じて、おおよそ５割まで回復している状態をいいます。 

○報告を受けた後、所属長が主治医や本人との面談を行い、治療状況や職場復帰に
向けての回復状況を確認します。 

○また、臨床心理士や職員厚生課保健師による面談や職員厚生課で指定する精神科
医の診断を受け、それに基づいて職員厚生課保健師と所属長は、職場復帰のため
の支援プラン（「復帰支援プラン」）の作成について、協議をします。 

《第３ステップ》 
審査会による職場
復帰の可否の判

断・職場復帰支援
プランの作成 

○病気の再発予防と円滑な職場復帰を図るため、「復帰判定審査会」を開催し、勤
務可能な状況まで回復しているかどうかを審査します。 

○また、職場復帰に際しての条件や配慮、短時間などの試行的な勤務（「試行勤
務」）の導入、職場復帰後のフォローアップ体制などを盛り込んだ復帰支援プラ
ンについても、併せて審査します。 

○審査会のメンバーは、産業医、臨床心理士、精神科医、職員厚生課（課長・係
長・保健師）、人事課、所属長で基本的に構成されます。 

○ここで出された意見を基に、職員厚生課長が職場復帰の可否を判定します。審査
会の結果は、所属長を経由して本人に連絡されます。 

《第４ステップ》 
試行勤務の実施 

○審査会の結果、望ましいと判定されれば「試行勤務」のステップへ進みます。 
○「試行勤務」は、正式な職場復帰前に出勤することで、職場の雰囲気に慣れた
り、軽作業を通して自分自身の回復状況の確認ができたり、職場復帰への自信に
つなげていきます。 

○「試行勤務」期間中は病気休暇・休職期間として取扱い、業務の流れや終了時の
確認などを所属長の指定する指導責任者のもとで行います。 

○勤務の内容や時間帯などは、復帰支援プランに基づいて行いますが、状況に応じ
て修正していくことは可能です。また、本人は試行勤務中、作業内容などを毎日
記録し所属長へ提出し、臨床心理士または職員厚生課保健師と面談を行います。 

○なお、休職の際の試行勤務は、休職を延長することから、通勤途中及び勤務時間
中の公務災害の補償が受けられないこと、また、給料は８割または無給となりま
す。 

○試行勤務終了の１週間前までに、職員厚生課の指定する医師の診断を、試行勤務
終了の３日前までに、主治医の診断を受けます。 

○職員厚生課と所属長は、職員厚生課の指定する医師や主治医と連絡をとり、回復
状況や試行勤務の状況を確認し、最終的な職場復帰を判断します。 

○思うように回復が進んでいない場合は、病気休暇や休職を延長することもありま
す。 

《第５ステップ》 
職場復帰後の 

フォローアップ 

○職場復帰後も病気の再発の可能性があるため、所属長、職員厚生課保健師が主治
医と連携してサポートできる体制を整えます。 

○職場環境での配慮、復帰支援プランの評価は、臨床心理士または職員厚生課保健
師が本人への定期的な面談により行います。 


